
１　農業を営む者の免税の範囲

軽油引取税は、軽油を引取る（購入する）際に課される（１Ｌあたり３２．１円）県の税金

です。

法令で規定された特定の用途に使用するための軽油の引取りについては、課税免除

の適用があり、免税の用途のために引取る軽油のことを「免税軽油」といいます。

法令における「農業を営む者」とは、現に農業の事業を行なっている者をいい、その事業範囲が免税の対

象となります。

また、農作業のうち基幹的な作業のすべての委託を受けて農作業を行う者についても、対象となります。

なお、免税軽油を使用するためには、次の要件を満たしている必要があります。

① 過去に免税軽油使用者証及び免税証の返納命令を受けたことがある場合には、その日から２年を

経過していること。

② 国税又は地方税の滞納処分を受けたことがある場合には、その滞納処分が解除された日から２年

を経過していること。

③ 国税又は地方税に関する法令に違反して罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その執

行等を終えてから３年を経過していること。

④ 国税又は地方税に関する法令に違反して通告処分を受け、その通告の旨を履行した日から３年を

経過していること。

⑤ 法人である場合には、その役員のいずれもが上記４項目の要件を満していること。

⑥ 軽油引取税の取締り又は保全上において懸念される事項がないこと。

⑦ 免税軽油の引取り等に関する報告義務を適切に履行していること。
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２　免税の手続き
（１）免税軽油使用者証

（２）免税証

３　申請の窓口

免税軽油を引取るためには、予め免税軽油の使用者として県の認定を受けておく必要があります。

この認定を受けたことを証する書類のことを「免税軽油使用者証」といいます。

軽油引取税の免税制度は令和6年度税制改正により、令和９年３月３１日まで延長されています。
（なお、一部の業種において免税対象者の要件が縮小されています。）

「免税軽油使用者証」の交付後に免税軽油を引取る場合、引取り先に対し、その免税軽油の購入が県の認定を受け

ていると証明する必要があり、この証明に用いるために県が交付する書類のことを「免税証」といいます。

この「免税証」と引き換えることにより、軽油を免税価格で引取ることができます。

免税軽油の手続きは、免税軽油を使用する事業所等の所在地を管轄する県税事務所が

窓口となりますので、不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
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